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義務教育費国庫負担制度について 資料1

- 2 -



（１）学級編制の標準の引下げ

小学校の学級編制の標準を現行の40人（第１学年は35人）から35人に引き

下げる。

（２）少人数学級の計画的な整備（経過措置規定）

令和７年３月31日までの間における学級編制の標準については、児童の数

の推移等を考慮し、第２学年から第６学年まで段階的に35人とすることを旨と

して、毎年度政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある

小学校にあっては、40人とする。

（３）その他（検討規定）

この法律の施行後速やかに、学級編制の標準の引下げが教育活動に与える

影響及び外部人材の活用の効果に関する実証的な研究や、教員免許制度等

の在り方に関する検討を行い、それらの結果に基づいて必要な法制上の措置

等を講ずるものとする。

Society5.0時代の到来や子供たちの多様化の一層の進展等の状況も踏まえ、

誰一人取り残すことなく、全ての子供たちの可能性を引き出す教育へ転換し、

個別最適な学びと協働的な学びを実現することが必要であることから、一人一

人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を可能とする指導体制と安全・安

心な教育環境を整備するために公立の小学校※の学級編制の標準を段階的

に引き下げる。

令和３年４月１日

１．趣旨

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の概要

２．概要

３．施行期日

年度 R３ R４ R５ R６ R７

学年 小２ 小３ 小４ 小５ 小６

GIGAスクール構想
１人１台端末

少人数学級

個別最適な学びと協働的な学びの実現

【少人数学級とICT活用を両輪とした新時代の学び】

【個別最適な学びと協働的な学び】

【学級編制の標準の引下げに係る計画】

i. 上記（２）について、下表のとおり、小学校第２学年から学年進行に

より段階的に学級編制の標準を引き下げる。

ii. 計画の実施に当たり、学級数の増加に伴い教室不足が生じ、施設

整備に一定期間を要するなど、特別の事情がある場合には、各地

方公共団体がその実情に応じて対応できるよう措置する。

※義務教育学校の前期課程を含む。

習熟度に
応じた学び

社会性・
人間性を
養う学び

つまずきの
解消と意欲
を高める

学び
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川崎市立小・中学校における学級編制基準の弾力的運用について 

 

 本市では、児童生徒の習熟度に応じた指導や特別な教育的ニーズに対応するため、指導方法工夫改善定数を活用して、学校の

実情に応じて少人数指導やティーム・ティーチング、少人数学級を一定数措置しており、各学校が実情に応じてきめ細やかな指

導が実施できるようにしている。 

少人数学級は、「川崎市立小中学校における研究指定校の実施について」に基づき、1 学級あたりの児童又は生徒数が 35 人を

超える学年や標準学級数が前学年時の実学級数を下回るなどの学年に対し、指導方法工夫改善定数を学級担任に充てて、研究指

定校として実施している。 

【学年ごとの研究指定実施件数】（直近５年間） 

 
小学校 中学校 

3 年 4 年 5 年 6 年 計 1 年 2 年 3 年 計 

R5 年度 0 0 22 19 41 3 2 4 9 

R4 年度 1 20 21 8 50 1 4 4 9 

R3 年度 14 15 6 16 51 4 3 4 11 

R2 年度 11 7 13 15 46 2 1 4 7 

R 元年度 8 14 12 16 50 0 3 3 6 

 

 令和３年度以降、義務標準法の一部改正による段階的な学級編制の標準引き下げに伴い、少人数学級等の実施のために措置

されている加配定数の一部の振替が行われている。 
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川崎市立中学校における学級編制の比較等

１ 学級編制
35人編制とした場合の学級増及び学級増に伴う必要な人件費（R5.5.1）

教職員数
うち教諭

うち学校
事務職員

1年生 264          305          41            65            62            3              554,125     271,505     

2年生 270          301          31            47            46            1              400,675     196,319     

3年生 265          300          35            54            53            1              460,350     225,558     

計 799          906          107          166          161          5              1,415,150 693,382  

●

●

●

8,525千円
※①は、退職手当、児童手当は含めていない。

4,177千円

※②は、住居手当、扶養手当、通勤手当等の属人的な手当や社会保険料の事業主負担分などが別途必要となります。

２ 教室の整備
●

●

費用②（千円）

人数×単価

「教職員数」は、学級増に伴い必要となる教職員の数であり、義務標準法に基づき試算しています。

一人あたりの人件費①
   令和５年度一般会計の当初予算における教職員を含む職員一人あたりの人件費

一人あたりの人件費②
   初任者一人あたりの人件費

義務教育諸学校教育職給料表２級１７号給の給与等（給料月額＋教職調整額＋地域手当）の支給総額×16.27月
＋義務教育等教員特別手当×12月
＝(211,200円＋8,448円＋35,143円)× 16.27月 ＋ 2,600円 × 12月 ≒ 4,177千円

学級増に伴い不足が見込まれる教室数については、学校ごとに転用可能な教室やその他スペースの有無等、さまざまな実情があるため、一概に示すことは困難
です。中学校において35人以下学級を実施する場合には、詳細な現況調査が必要となります。

標準学級数
35人編制
学級数

学級増
費用①（千円）

人数×単価

各学年を35人編制した通常学級の数を「35人編制学級数」としています。

中
学
校

令和５年5月1日見込の児童生徒数を基に、中学生を40人編制とした通常学級の数を「標準学級数」としています。
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義務標準法における学級数及び児童生徒数に応じた定数について 
 

１ 養護教諭の定数 

義務標準法※ 第 8 条 

３学級以上の小学校及び中学校の合計数    × 1 

児童の数が 851 人以上の小学校 

生徒の数が 801 人以上の中学校   の合計数 × 1 

 

 

２ 栄養教諭及び学校栄養職員の定数 

義務標準法 第 8 条の 2 

学校給食 

単独実施校 

児童又は生徒の数が  

550 人以上の学校数 × 1 

549 人以下の学校数 × 1/4 

共同調理場 

児童及び生徒の数が 

1,500 人以下  × 1 

1,501 人～6,000 人 × 2 

6,001 人以上  × 3 

 

 

 

 

３ 学校事務職員の定数 

義務標準法 第 9 条 

４学級以上の小学校及び中学校の合計数 × 1 

３学級の小学校及び中学校の合計数   × 3/4 

27 学級以上の小学校 

21 学級以上の中学校   の合計数   × 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※義務標準法…公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す

る法律（昭和 33 年法律第 116 号） 
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川崎市立高等学校における学級編制について 

 

１ 学級編制 

 公立高等学校の学級編制の標準は、「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」（以下「高校標準法」という。）

で、全日制の課程又は定時制の課程における 1 学級の生徒の数は、40 人を標準とすると定められており、それを踏まえながら、本市

を含め神奈川県内の公立高等学校では、次のとおりとしている。 

【１学級の生徒数の標準】 

 全日制課程 定時制課程 

国 40 人 40 人 

神奈川県 
４０人 ３５人 

川崎市 

 

２ 川崎市立高等学校の学級数 

 全日制 定時制 

川崎高等学校 普通科３  生活科学科１  福祉科１ 普通科４ 

幸高等学校 普通科３  ビジネス教養科３  

川崎総合科学高等学校 情報工学科１  総合電機科１  電子機械科１ 

建設工学科１  デザイン科１  科学科１ 

クリエイト工学科１  商業科１ 

橘高等学校 普通科５  国際科１  スポーツ科１ 普通科２ 

高津高等学校 普通科７ 普通科２ 
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２－１ 教育課題に対応した教職員配置の工夫 【拡充】 ２－２ 学校事務職員の能力活用 【拡充】 

≪第１次取組期間（～Ｒ３）の取組内容≫ 

各学校の実情に応じて、少人数指導やティーム・ティーチング、少人数学級に活用している

指導方法工夫改善対応教員の一部を専科指導教員へ振り替えて配置しました。 

≪取組の効果≫ 

きめ細やかな指導の実施により教育環境が充実するとともに、小学校の学級担任の持ちコマ

数が軽減されたことにより、教員の負担軽減にもつながりました。 

≪Ｒ４の取組≫ 

・小学校３年生までの３５人学級化の実施 

・学習が高度化する小学校高学年において、各教科の系統性を踏まえながら専門性の高い教科

指導を行い教育の質の向上を図るとともに、学級担任の持ちコマ数軽減による負担軽減を図る

こと等を目的とした教科担任制を推進するため、小学校２６校に教科担任制推進担当教員（英

語専科担当教員を含む。）を配置 

・小学校における教員の持ちコマ数軽減による負担軽減のため、各学校の実情に応じて、少人

数指導やティーム・ティーチング、少人数学級に活用している指導方法工夫改善担当教員から

専科指導担当教員へのさらなる振替を実施 

 Ｒ３(２０２１) Ｒ４(２０２２) Ｒ５(２０２３) Ｒ６(２０２４) Ｒ７(２０２５) 

  

 

 

 

   

≪第１次取組期間（～Ｒ３）の取組内容≫ 

各区の中心となって業務を行う相互支援拠点校に、相互支援組織の運用及び業務を総括す

る地区代表者を配置するとともに、学校事務機能に関し相互に支援を行う学校業務相互支

援事業を実施しました。また、効率的・効果的な執行体制の構築に向けて、学校事務職員

の具体的な職務内容を整理しました。 

≪取組の効果≫ 

学校業務相互支援事業により、学校事務職員の知識・技能等が向上しました。 

≪Ｒ４の取組≫ 

・小学校教育研究会学校事務研究会における意見交換を実施 

 Ｒ３(２０２１) Ｒ４(２０２２) Ｒ５(２０２３) Ｒ６(２０２４) Ｒ７(２０２５) 

  

 

 

 

   

 学校全体で対応を行うことで教育効果を高めつつ効率化も図ることができるよう、学校の組織力を充実させていく取組や、専門的な知見を持ち児童生徒
に効果的な指導・助言が行える専門スタッフの効果的な配置などの人員体制の確保を進めていきます。

効果的な教職員配置の 

継続的な検討・実施 

小学校における計画的な 35 人学級の推進 

国の加配定数の効果的な活用 

３年生 ４年生 

小学校高学年における教科担任制の推進に向けた専科指導教員の

段階的な配置 

５年生 ６年生 
継続実施 

「学校業務相互支援事

業」の継続 

適切な業務連携・役割分

担の検討 
業務連携・役
割分担の検討 

効率的・効果的な執行体制の
検討 

検討結果に基
づく効率的・
効果的な執行
体制の実施 

令和４年度教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針に関する取組について  令和５年８月３０日 文教委員会資料より抜粋 
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２－３ 教職員事務支援員等の効果的な配置 【継続】 ２－４ 部活動指導員の配置拡充 【拡充】 

≪第１次取組期間（～Ｒ３）の取組内容≫ 

平成３０（２０１８）年度から試行的に配置し、令和２（２０２０）年度には、国の補正予算

を活用して、同様の業務を担っている障害者就業員（チャレンジド・ワークス）と併せて、全

ての小中学校に配置しました。また、活用事例集を作成し、各学校へ周知しました。 

≪取組の効果≫ 

教員の子どもたちと関わる時間が増えるとともに、授業準備や教材研究の時間が確保できる

ようになりました。また、教頭や教務主任が校内巡回・教室支援する回数が増えました。 

≪Ｒ４の取組≫  

・小学校・中学校全校への教職員事務支援員又は障害者就業員の配置継続 

・学校の実情に応じた効果的な配置の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｒ３(２０２１) Ｒ４(２０２２) Ｒ５(２０２３) Ｒ６(２０２４) Ｒ７(２０２５) 

  

 

 

 

   

≪取組の背景≫ 

部活動指導業務は、技術指導の他に大会・練習試合等の引率等もあるため、土日も含め従

事時間が長く、長時間勤務の大きな要因の一つとなっています。また、競技経験のない教

員は、指導に関して不安や負担を感じている割合が多く、教員の負担軽減を図る必要があ

りました。 

≪第１次取組期間（～Ｒ３）の取組内容≫ 

平成３０（２０１８）年度に中学校３校に配置し、効果検証を踏まえ、段階的に拡充して

配置しました。 

（平成３０（２０１８）年度）３校  （令和元（２０１９）年度）７校 

（令和２（２０２０）年度）２２校  （令和３（２０２１）年度）５１校 

≪取組の効果≫ 

部活動指導員が技術指導を行うことにより、顧問教員は授業準備や教材研究、生徒指導等

の時間を確保できたとともに、生徒の技術力の向上にもつながりました。また、週休日及

び休日の引率業務を部活動指導員が行うことにより、休みを確保することができました。 

≪Ｒ４の取組≫ 

・部活動指導員５０名配置（うち、３名は複数配置） 

 

 

 Ｒ３(２０２１) Ｒ４(２０２２) Ｒ５(２０２３) Ｒ６(２０２４) Ｒ７(２０２５) 

  

 

 

 

   
継続実施 小学校・中学校全校に 

教職員事務支援員又は 

障害者就業員を配置 
学校の実情に応じた効果的な配置の検討 

中学校 51 校に１名配置 
効果検証結果を踏まえ、配置拡充 

 
55 名 
 

66 名 
 

８１名 
 

104 名 
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２－５ 専門スタッフの効果的な配置の継続 【拡充】 ２－６ 法律相談弁護士の配置 【継続】 

≪取組の背景≫ 

児童生徒を取り巻く課題が複雑化・多様化する中、専門的な知見を持ち、児童生徒への効果的な指導・助

言や教員の支援を行う専門スタッフの配置の充実が求められていました。 

≪第１次取組期間（～Ｒ３）の取組内容≫ 

学校を支える専門スタッフの効果的な配置を継続しました。 

■ 主な専門スタッフの配置状況 

名称 Ｈ３０(２０１８) Ｒ１(２０１９) Ｒ２(２０２０) Ｒ３(２０２１) Ｒ４(２０２２) 

外国語指導助手

（ALT） 

小・中学校８６名 

高等学校５名 

小・中学校９６名 

高等学校５名 

小・中学校１０７名 

高等学校６名 

  

理科支援員 全小学校に配置     

学校司書 
総括学校司書２１名 

学校司書２８名 

総括学校司書２１名 

学校司書３５名 

総括学校司書２１名 

学校司書４２名 

総括学校司書２１名 

学校司書５６名 

総括学校司書２１名 

学校司書７０名 

学校巡回スクール

カウンセラー 

７名（要請のあっ

た小学校を巡回） 

  
 

１５名に増員し、小学校

へ月２回程度定期派遣 

スクールカウンセラー 全中学校に配置 
  全中学校(年間４０回)

全高等学校に配置 

全中学校・高等学校に配

置拡充（年４２回） 

スクールソーシャ

ルワーカー 

各区の教育担当

に配置（８名） 

  
 １１名配置 

≪取組の効果≫ 

ＡＬＴや理科支援員により授業の充実が図られるとともに、教員の負担軽減につながりました。スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカーにより、児童生徒により効果的な指導・助言が行えました。 

≪Ｒ４の取組≫ 

配置の継続又は拡充を行い、効果的な配置を継続していきます。 

 Ｒ３(２０２１) Ｒ４(２０２２) Ｒ５(２０２３) Ｒ６(２０２４) Ｒ７(２０２５) 

  

 

 

 

   

≪取組の背景≫ 

学校において発生する様々なトラブル解決のため、学校法律相談を外部の弁護士に委託して

実施するのではなく、職員として任用し、法制的な観点からの学校への支援体制の拡充を検討

していました。 

≪第１次取組期間（～Ｒ３）の取組内容≫ 

令和元（２０１９）年度から、週１日フルタイム勤務の法律相談弁護士を任用し、学校から

の相談に応じるとともに、いじめ事案及び学校事故事案について、教職員を対象とした研修を

実施しました。 

【相談件数実績】 

（令和元（２０１９）年度）１１７件  （令和２（２０２０）年度）１３９件 

（令和３（２０２１）年度）１６４件 

≪取組の効果≫ 

学校からの相談に対し、法律的な側面からの助言や、保護者との面談への同席等により、相

談体制の構築につながりました。 

≪Ｒ４の取組≫ 

これまでの取組を踏まえ、継続実施していきます。 （令和４（２０２２）年度）１７２件 

 

 Ｒ３(２０２１) Ｒ４(２０２２) Ｒ５(２０２３) Ｒ６(２０２４) Ｒ７(２０２５) 

  

 

 

 

   
学校司書 70 名 92 名 全小学校 

15 名に拡充、月２回程度定期派遣開始 

11 名 

継続配置 

中学校・高等学校拡充（年間 42 回） 

学校巡回スクールカウンセラー 

スクールカウンセラー 

スクールソーシャルワーカー 12 名 13 名 14 名 

ALT、理科支援員、総括学校司書 

小学校 特別支援学校 

継続配置 

継続配置 

継続 

継続配置 

継続配置 

継続実施 法律相談弁護士の配置 
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GIGA スクール構想における１人１台端末の整備状況について 

 
１ 整備台数（児童生徒及び教員用） 

小学校、中学校等 Chromebook 端末    116,356 台 

特別支援学校 iPad 端末           702 台 

合計 117,058 台 
 
２ 整備方法 
  リース方式 令和 3 年 3 月 31 日から令和 8 年 3 月 30 日まで 
 
３ 国庫補助（公立学校情報機器整備費補助金） 
  補助対象 児童生徒数の２/３ 

補助上限 1 台あたり税込 45,000 円 
 
４ 経費内訳 
  国庫補助分（児童生徒数の２/３×補助上限額）             2,831,842,985 円 
  市費負担分（児童生徒数の１/３及び教職員分、補助上限額を超えた経費） 5,890,552,800 円 
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
                              合計     8,722,395,785 円 
 
 
＊ 他に、総合教育センター等職員、非常勤講師用として追加して整備した備品端末(補助対象外 1,834 台)があります。 
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教職員定数の改善と教育人材の確保について 

  【文部科学省】 

■ 要請事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ ティーム・ティーチング等による指導方法の工夫による効果を維持しつつ、義務

教育９年間を見通した指導体制の確立や、小学校教員の持ちコマ数の軽減による更

なる働き方改革の推進等の効果を見据え、既存加配定数の振替によらず、全ての小

学校において教科担任制の導入を行う必要があります。 

○ 特別支援学級に在籍する児童生徒数の増加や障害の重度化、いじめや不登校、日

本語指導を必要とする児童生徒への対応等支援を必要とするニーズの多様化を踏ま

え、これらに対応してコーディネートする専門教員の配置が不可欠です。 

〇 年度の途中において、産育休を取得する教員の代替教員の確保は、年度の後半ほ

ど困難であり、これらの人材を可能な限り早期に確保する必要があります。 

○ 一方、全国的に教員採用試験の受験者数、倍率が低下する中、当面児童生徒数が

増加する本市では、35 人学級化による定数増も見込まれます。将来の学校教育を担

う人材を増やすため、国において効果的な施策が実施される必要があります。 

１ 小学校における教科担任制の更なる導入について、全校実施が可能となるよ

う、他の加配定数の振替によらずに基礎定数化する等の定数改善を行うこと。 

２ 支援を必要とする多様な児童生徒に対応するため、コーディネーターを担う教

員の全校配置が可能となるよう基礎定数化、さらに、特別支援学級の学級編制の

標準を特別支援学校と同等とする等の定数改善を行うこと。 

３ 年度の途中において産育休を取得する教員の代替教員の確保は、年度の後半に

なるほど困難になることから、年度の当初から前倒して任用する場合の定数の対

象範囲を拡大すること。 

４ 将来を見据えた採用計画とするため、中学校における 35 人学級化について、

早期に決定するとともに、教育人材の確保が困難な状況が続いていることを踏ま

え、教員を志し、将来の学校教育を担う人材を増やすための効果的な施策を実施

すること。 
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（人）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
令和元年度 20     8       11     14     16     13     17     12     7       10     14     13     155
令和２年度 23     16     9       12     16     4       12     11     9       6       12     12     142
令和３年度 17     20     24     14     16     15     18     10     8       11     10     14     177

小学校 11        13        15        10        14        13        13        8          7          9          6          11        130

中学校 6          7          9          4          2          2          5          2          1          2          4          3          47

令和４年度 13     19     19     9       11     15     15     3       13     15     16     17     165
小学校 8          15        13        6          7          12        13        2          10        12        13        12        123

中学校 5          4          6          3          4          3          2          1          3          3          3          5          42

年度＼産休等始期

■ 本市における支援を必要とする児童生徒数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 年度途中における月別産育休取得者数の状況（小・中学校） 

 

 

 

 

 

■ 本市における教員採用試験実施状況 

 

 

 

（人）

年度 小学校 中学校 合計

元年度 441 150 591
２年度 520 167 687
３年度 637 154 791
４年度 733 147 880

 

(１) 日本語指導を必要とする児童生徒数の推移 
（人）

年度 小学校 中学校 合計

29年度 1,923 253 2,176
30年度 2,973 263 3,236
元年度 4,027 349 4,376
２年度 3,688 260 3,948
３年度 4,056 275 4,331

(２) いじめ認知件数の推移 

(３) 特別支援学級在籍者数及び学級数の推移 

（人）        （小学校）            （学級） （人）           （中学校）           （学級） 

この要請文の担当課／教育委員会事務局職員部教職員企画課 TEL 044-200-0368 

（人）         （小学校）             （倍） （人）           （中学校）             （倍） 

４年間で約 1.5 倍に増加 

平
成
29
年
度
の
約
２
倍 

特別支援学級に在籍する児童生徒数は一貫して増加傾向 

年
間 

通
し
て
任
用
事
由
が
発
生 

特に小学校において人材確保が困難
に
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ＧＩＧＡスクール構想の推進について 

  【文部科学省】 

■ 要請事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 要請の背景 

○ 令和元（2019）年 12 月５日に閣議決定された「安心と成長の未来を拓く総合経済

対策」において、「全学年の児童生徒一人一人がそれぞれ端末を持ち、十分に活用で

きる環境の実現を目指す」とともに、「事業を実施する地方公共団体に対し、国とし

て継続的に財源を確保し、必要な支援を講ずる」ことが示されました。 

○ 本市では、令和２年度に１人１台端末と校内無線ネットワーク環境を整備し、令

和７年度には、端末のリース契約終了に伴い、端末の更新を予定していますが、ネ

ットワーク環境を維持することや、約 11 万７千台の端末を市費で更新することは、

膨大な負担となります。 

○ 本市では、Society5.0 を見据え、子どもたちの新たな価値を創造する力の育成や、

教育現場における ICT 環境の充実等に必要な財政措置を要請しており、本構想に基

づく取組についても、未来を担う「人づくり」である教育活動に大きく影響を与え

るものであり、大変重要であると強く認識しています。一方、将来にわたる費用負

担も含め、各自治体の財政に与える影響は大変大きなものとなっております。 

１ 児童生徒１人１台端末環境の維持のため、令和７年度に予定している端末の更

新費用について、児童生徒及び教職員等に必要な台数全てを国庫補助の対象とす

るとともに、補助単価の引き上げを行うこと。また、今後の方針やスケジュール

等についても早期に示すこと。 

２ 通信ネットワーク維持のため、高速インターネット回線接続費用及びネットワ

ーク機器の維持管理に係る経費について補助対象とすること。また、少人数学級

に伴う学級数の増加や特別教室での端末活用の拡大により、無線アクセスポイン

トの追加工事が必要となるため、国庫補助事業の事業実施期間を延長すること。 

３ 本構想は、全国一律に実施する施策であることから、地方交付税措置による対

応ではなく、国の責任において、学習者用デジタル教科書、ＩＣＴ支援員の増員

等の経費も含め、今後発生する全ての経費について全額国庫負担とすること。 
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■ 児童生徒１人１台端末環境の維持に係る経費 

  国のＧＩＧＡスクール構想を実現し、１人１台端末環境を維持していくためには、自治

体の負担が大きく、必要台数全てに係る費用全額について継続的かつ十分な財政措置を講

じることが必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

・端末更新時には必要台数全てを補助対象とし、補助単価の引き上げが不可欠 

・令和 6年度に予算を編成するため、今後の方針を早期に示してもらう必要がある。 
 

■ 通信ネットワークの維持に係る経費 

 

 

 

 

 
 

■ 令和時代のスタンダードな学校として 

本構想については、「誰ひとり取り残すことのない、個別最適化された学びの実現」 

に向け、令和時代のスタンダードな学校として欠かせないものと捉えています。 

 

 

 

 

 

 

 

この要請文の担当課／教育委員会事務局総合教育センター情報・視聴覚センター TEL 044-844-3658 

・学習者用デジタル教科書等についても

紙の教科書と同様に無償給与すること。 

・特別教室を含む全ての教室においてデ

ジタル教科書等が活用できるよう環境

整備の補助事業期間を延長すること。 

高速インターネット 

回線接続費用 

維持管理に必要な保守ラ 
イセンス及び無線アクセ 
スポイントの増設経費 

市立学校全体で年間約 2億円のランニング
コストが継続的に必要 
 
今後、学級数の増加によるアクセスポイント
増設のため補助事業期間の延長が必要 

・義務教育段階において全国一律に実

施する施策であることから、国の責任で

行われるべきであり、地方交付税措置等

による対応ではなく、後年度負担も含め

て全額国費負担で措置すること。 

R2 R3 R4 R5 R6 R7

8.7億 8.7億 8.7億 8.7億 8.7億
15.6億

本市の負担額は、約 59 億円 

端末初年度経費 
約 43.9 億円 

端末(R7 年度末更新)の維持に 

5 年間で約 90 億円の経費が必要 

R8.3.30 
端末リース終了 

 

（臨時交付金  
   約 15.6 億円） 
（市一般財源 
   約 0.03 億円） 

補助金 
約 28.4 
億円 

【ＧＩＧＡ端末整備（約 11 万 7 千台）の経費】 

更新前年度の R6 に 
方針決定・予算要求 
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請願要旨に対する本市の考え方について 

 

●請願要旨１「行き届いた教育を実現するために、学級数によらない教職員の定数改善、『学級編制基準の弾力的運用』

のための加配等、豊かな教育環境を整備するための予算を確保・拡充すること」について 

 

（本市の考え方） 

令和３年度に、新しい時代の学びを支える環境を整備するため、義務標準法が改正され、小学校の学級編制の標準

を学年進行により段階的に 35 人に引き下げられることとなりましたが、中学校においても、少人数によるきめ細か

な指導体制の整備が必要であると考えております。 

そのため、今後、さらなる少人数学級の拡充を含め、教職員定数の改善を図るためには、国による財源措置と義務

標準法の改正を含む定数改善計画の策定、実施が必要となります。 

また、本市では、学校の実情に応じて、児童生徒の習熟度に応じた指導や特別な教育的ニーズに対応するため、指

導方法工夫改善定数を活用した、少人数指導やティーム・ティーチング、少人数学級を実施できるよう一定数措置し

ており、各学校が実情に応じてきめ細やかな指導が実施できるよう、教育環境の充実を図ることが重要であると考え

ております。 
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そのため、学級編成の標準が 40 人となっている中学校はもちろんのこと、小学校の 35 人学級が全学年で完成し

た後も、学校の実情によってきめ細やかな指導ができる加配定数の確保が必要となります。 

以上のことから、引き続き、きめ細やかな指導体制を構築するための定数改善については、様々な機会を通じて国

に要望してまいります。 

さらに、高等学校につきましては、令和３年度の義務標準法の改正にあたり、衆参両院において「高等学校の学級

編制の標準の在り方についても検討すること」等を含む附帯決議が付されていることから、今後の国の動向等を注視

するとともに、高等学校生徒の入学定員計画については、公立中学校卒業予定者の動向や私立高等学校等の配置状況

などを充分に考慮しながら、本市だけではなく神奈川県内の公私立高等学校設置者で定めていることから、引き続き、

神奈川県公私立高等学校設置者会議において、協調しながら取り組んでまいります。 
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●請願要旨２「学校の働き方改革・長時間労働是正に向けて、教職員の職種に応じた役割の明確化や教員事務支援員

等の教員免許を有しないスタッフの拡充により学校の教育力の向上、平準化に向けて少数職種や教員免許を有しな

いスタッフの配置増の予算を確保・拡充すること。」について 

 

（本市の考え方） 

教員の長時間勤務が全国的な課題と認識される中、本市においても教職員の長時間勤務を是正するとともに、教職

員が心身ともに健康を維持し、やりがいや誇りを持ちながら、業務遂行できるようにすること、また、業務の役割分

担・適正化を着実に行い、授業や学級経営、児童生徒指導等の業務に専念できる環境を整えていく必要があると考え

ております。 

令和４年３月に「第 2 次教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」を定め、時間外在校等時間の縮減に向けた教

職員の意識改革につながる取組のほか、学校全体で対応を行うことで教育効果を高めつつ効率化を図ることができる

よう、学校の組織力を一層充実させていく取組や、専門的な知見を持ち、児童生徒に一層効果的な指導・助言が行え

る専門スタッフの効果的な配置などの人員体制の確保を進めております。 

なお、国において、授業の質の向上、小中学校間の円滑な接続等の他、小学校高学年の教員の持ちコマ数の軽減に

よる教職員の負担軽減に資する、小学校における教科担任制の導入に伴う専科教員の加配定数について、令和４年度
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から令和５年度までに 1,900 人分の定数改善が図られ、今後さらに 1,900 人分の定数改善が予定されており、本市

でも積極的に活用しているところです。 

また、義務標準法における少数職種とは、専門性を要する職として、養護教諭、栄養教諭及び学校栄養職員、学校事

務職員が該当いたします。同法において、養護教諭及び栄養教諭・学校栄養職員の定数については児童数、学校事務

職員の定数については学級数で算定することとされております。養護教諭は、児童生徒等の健康問題における関係職

員の連携体制の中心を担い、栄養教諭・学校栄養職員は、食に関する指導における教職員間の連携等の要としての役

割を果たし、学校事務職員は、より広い視点に立って、校長を学校経営面から補佐する学校運営チームの一員として

の役割を果たすことが期待されております。 

今後も教職員の負担軽減を図れるように、効果的なスタッフの配置を進めていくほか、教職員負担軽減に効果が特

に高く、業務改善につながる加配定数の改善等については、様々な機会を通じて、国に要望してまいります。 
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●請願要旨３「ＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末については、円滑な更新が行えるよう予算を確保するとと

もに、国としても環境整備を推進すること」について 

 

（本市の考え方） 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善など、学習活動の一層の充実のためには、これまでの教育実践の

蓄積とＩＣＴ活用を掛け合わせることが必要であり、令和時代のスタンダードな学校像として、全ての子どもたちの

可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現する、ＧＩＧＡスクール構想の推進には、端末の整備だけで

はなく、通信環境の維持、学校に対する支援体制の維持、教育データ利活用に向けた取組等、様々な施策を効果的に

展開していく必要があります。 

以上のことから、引き続き、ＧＩＧＡスクール構想の着実な推進に向けた継続的な財政措置について、様々な機会

を通じて国に要望してまいります。 
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●請願要旨４「義務教育費国庫負担制度を堅持すること。」について 

 

（本市の考え方） 

義務教育費国庫負担制度は、義務教育の根幹をなす、「教育の機会均等の保障」「教育水準の維持向上」「無償制」に

ついて、国が責任を持って支える制度とされており、これまで一定の役割を果たしてきたものと考えておりますが、

本市といたしましては、都道府県や政令市間において、教育費の水準に著しい格差が生ずることのないよう必要な措

置を講ずることを前提として、国から地方への税源移譲により、地域の実情に応じた、創意と工夫に満ちた教育行政

を展開していく必要があると考えております。 
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